
町の人口 － population －

令和３年８月末現在（前月比)
人口 １０, ６１５（－ 16)

男 ４, ９６２（ － ７ )
女 ５, ６５３（ － ９ )

世帯 ５, ２２４（ ± ０ )

主な電話番号 － telephone －

役 場 総 務 課 （33）0 3 3 3
役場企画調整課 （33）0 3 3 4
役場総務課（防災対策室）（33）0 3 3 5
役場産業振興課 （33）0 3 3 6
役場基盤整備課 （33）0 3 5 7
役場税務住民課 （33）0 3 3 7
役場環境衛生課 （33）0 3 3 8
役 場 福 祉 課 （33）0 3 3 9
役場みらい健康課 （33）0 3 5 5
役 場 出 納 室 （33）0 3 4 0
教 育 委 員 会 （33）0 3 4 1
議 会 事 務 局 （33）0 3 4 2
役場環境衛生課（水道）（33）0 3 4 3
地域包括支援センター （33）0 1 7 5
相 野 谷 診 療 所 （34）0 0 1 1
町 立 図 書 館 （32）4 6 4 6
ま な び の 郷 （32）0 2 4 1
神内福祉センター （32）2 0 2 3
鵜殿福祉センター （32）0 9 5 7
子育て支援センター （32）4 6 8 8
防災行政無線（フリーダイヤル）

０１２０－３３４－１１９
おかけ間違えのないように！

（外国人を含む）

　

10
月
１
日
㈮
か
ら
７
日
㈭
は

「
法
の
日
週
間
」
で
す
。

　

津
地
方
裁
判
所
で
は
、
法
の

日
週
間
に
ち
な
ん
で
県
内
に
あ
る

裁
判
所
別
に
法
を
身
近
に
感
じ
る

ク
イ
ズ
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
、
各
裁
判
所
や
地
域
の
歴
史
や

特
色
に
ち
な
ん
だ
ク
イ
ズ
を
通
し

て
法
や
裁
判
所
を
わ
か
り
や
す
く

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

10
問
全
問
正
解
し
た
方
に
は
、

家
庭
裁
判
所
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
か
ー
く
ん
」
と
県
内
の
各
裁
判

所
の
地
域
に
ゆ
か
り
の
あ
る
風
景

な
ど
が
描
か
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
ご

当
地
カ
ー
ド
を
贈
呈
し
ま
す
。

【
期
間
】
10
月
１
日
㈮
～
31
日
㈰

▼
詳
し
く
は
、
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
津
地
方
裁
判
所
総
務
課

庶
務
係
（
☎
０
５
９
―
２
２
６
―

４
１
７
２
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

「
法
の
日
週
間
」

ク
イ
ズ
を
開
催

訪問リハビリ・通所リハビリ
理学療法士による
個別リハビリ訓練を行います

紀宝町内送迎します
（浅里地区除く）

整形外科・内科・胃腸科・肛門科

とみむろクリニック ☎ 0735-28-1030

医学博士　冨室 徹哉

とみむろクリニック ☎ 0735-28-1030

理学療法士　松實 祐太郎・鎌田 啓司

有
料
広
告

相続、贈与等登記全般、供託手続き等、ご相談ください。

事務所にお越しの際は、事前にお電話ください。

三重県南牟婁郡紀宝町井田 2140 番地
TEL：0735-32-0228 　 FAX：0735-29-7483 
E-mail：shihoushoshi-yuki.s@clock.ocn.ne.jp

500500円が円が

半額半額
※広告持参の方限定※広告持参の方限定

モーニングモーニング

AM8:30 ～ 11:00AM8:30 ～ 11:00  ウミガメ公園 ウミガメ公園

エサやりエサやり体験体験

無料券無料券2021 年2021 年

10/3110/31㈰㈰

有効期間

※１枚につき２人、１回
のみ利用可。ご利用の際
はカウンターに直接この
券をお渡しください。

※１枚につき１人、
１回のみ利用可。
土日も使用可。

✂✂

17時17時以降以降

お弁当・スイーツお弁当・スイーツがが

半額半額
ウミガメ公園  ☎ 0735-33-0300✂✂

相続登記はお済みですか？相続を「争族」にしないために！

登記全般、相続・遺言に関する業務、官公署提出書類作成

司法書士・行政書士　須川裕充

☎ 0735-29-2255　紀宝町成川 773 番地１（「成川」バス停近く）

須川司法書士・行政書士事務所
営業時間：平日午前９時～午後５時 30 分（ご予約により土日・時間外も相談可）

ハロウィンジャンボ５億円
（１等３億円・前後賞各１億円合わせて）

ハロウィンジャンボミニ５千万円
（１等３千万円・前後賞各１千万円合わせて）

９ 22 水
発売期間 ９/22（水）～10/22（金）

津地方裁判所ＨＰ

【
日
時
】　

①
10
月
21
日
㈭

　
　
　
　

②
11
月
４
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時
30
分

ま
で
の
間
で
、
１
人
30
分
以
内

【
会
場
】
役
場
１
階
相
談
室

【
定
員
】
４
名
ず
つ
（
先
着
順
）

【
予
約
方
法
】　

①
10
月
13
日
㈬
、

②
10
月
27
日
㈬
ま
で
に
、
役
場
総

務
課
ま
で
電
話
予
約

「
無
料
法
律
相
談
」開
催

▼
詳
し
く
は
、
役
場
総
務
課
（
☎

33
―
０
３
３
３
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

県
熊
野
保
健
所
で
は
、
こ
こ
ろ

に
悩
み
を
持
つ
人
や
、
そ
の
家
族

な
ど
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
精
神
科
医
師
に
よ
る
「
こ
こ

ろ
の
健
康
相
談
」
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
10
月
27
日
㈬　

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

【
場
所
】
御
浜
町
役
場

【
対
象
者
】
こ
こ
ろ
に
悩
み
を
持

つ
方
お
よ
び
そ
の
家
族
な
ど

【
申
込
方
法
】
10
月
13
日
㈬
ま
で

に
左
記
の
連
絡
先
ま
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
詳
し
く
は
、
県
熊
野
保
健
所
健

康
増
進
課
（
☎
０
５
９
７
―
89
―

６
１
１
５
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」を

開

催

し

ま

す

　

防
衛
省
で
は
、
自
衛
官
候
補

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

自
衛
官
候
補
生
と
は
、
自
衛
官

と
な
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
教

育
訓
練
に
専
念
す
る
制
度
で
す
。

　

３
か
月
間
の
教
育
を
経
て
、

任
用
期
間
が
定
め
ら
れ
た
「
任

期
制
自
衛
官
」
に
任
官
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
訓
練
や
職
務
を
通

じ
た
技
術
の
習
得
、
任
期
満
了

後
の
就
職
に
向
け
た
資
格
の
取

得
な
ど
、
希
望
に
合
っ
た
将
来

設
計
が
描
け
ま
す
。

【
受
験
資
格
】
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
者

【
受
付
期
限
】
10
月
29
日
㈮

【
試 

験 

日
】
11
月
14
日
㈰

【
試
験
会
場
】
久
居
駐
屯
地
（
予
定
）

【
採
用
時
期
】
令
和
４
年
３
月
下
旬

▼
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、自
衛
隊
熊
野
地
域
事
務
所（
☎

０
５
９
７
―
85
―
２
２
１
４
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

自

衛

官

等

を

募

集

し

ま

す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
人
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
所
得
が
相
当
程

度
ま
で
下
が
っ
た
場
合
は
、
臨
時

特
例
措
置
と
し
て
国
民
年
金
保
険

料
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
・
令
和
２
年
度
分

の
臨
時
特
例
免
除
を
申
請
さ
れ
た

人
も
、
改
め
て
令
和
３
年
度
分
の

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【
対
象
者
】

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

ま
ど
ぐ
ち
国
民
年
金

　

の
影
響
に
よ
り
、
令
和
２
年
２

　

月
以
降
に
収
入
が
減
少
し
た
人

②
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
の

　

状
況
か
ら
み
て
、
当
年
中
の
所

　

得
見
込
額
（
令
和
２
年
２
月
以

　

降
の
収
入
が
最
も
低
い
月
に
お

　

け
る
所
得
額
を
12
か
月
分
に
換

　

算
し
、
見
込
み
の
経
費
等
を
控

　

除
し
、
算
出
）
が
、
国
民
年
金

　

保
険
料
免
除
基
準
相
当
に
な
る

　

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
人

※
①
、
②
の
2
点
を
満
た
し
た
方

　

の
み
申
請
が
可
能

▼
詳
し
く
は
、
役
場
税
務
住
民

課
国
民
年
金
担
当
（
☎
33
―
０

３
３
７
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

10
月
の
尾
鷲
年
金
事
務
所
職

員
に
よ
る
「
年
金
相
談
」
は
、

10
月
20
日
㈬
午
前
10
時
か
ら
午

後
２
時
ま
で
、
役
場
２
階
小
会

議
室
で
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、

　
「
行
政
相
談
」
と
は
、
国
や
Ｎ

Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
な
ど
の

仕
事
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
か

ら
苦
情
や
意
見
、
要
望
を
お
聞

き
し
、
そ
の
解
決
の
促
進
を
図

る
制
度
で
す
。

　

総
務
省
で
は
、
こ
の
行
政
相
談

制
度
を
み
な
さ
ん
に
よ
く
知
っ
て

も
ら
い
、
利
用
し
て
も
ら
う
た

め
、
10
月
18
日
㈪
か
ら
24
㈰
ま
で

の
１
週
間
を
「
行
政
相
談
週
間
」

と
し
て
、
全
国
的
に
い
ろ
い
ろ
な

行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

紀
宝
町
の
行
政
相
談
委
員
は
、

久き
ゅ
う
は
ら原
章し

ょ
う
さ
く作
さ
ん
（
成
川
）
と

龍り
ゅ
う
じ
ん神
弘ひ

ろ
し
げ重
さ
ん
（
鵜
殿
）
で
す
。

　

わ
か
ら
な
い
こ
と
、
困
り
ご

と
な
ど
が
あ
る
方
は
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

10
月
18
日
か
ら
24
日
ま
で

は
行
政
相
談
週
間
で
す

▼
詳
し
く
は
、
三
重
行
政
監
視
行

政
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
９
―

２
２
７
―
１
１
０
０
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
中
止

　

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

三
重
県
最
低
賃
金
は
、
令
和
３

年
10
月
１
日
か
ら
、
28
円
引
き
上

げ
ら
れ
て
「
時
間
額
９
０
２
円
」

に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、
年
齢
・
雇

用
形
態
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
）
を
問
わ
ず
、
県
内
で
働
く
す
べ

て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
の
産
業
に
該
当
す

る
事
業
場
で
働
く
労
働
者
に
は
、

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ

に
向
け
た
中
小
企
業
支
援
の
た
め

三
重
県
最
低
賃
金
が

時
間
額
９
０
２
円
に
改
定

の
業
務
改
善
助
成
金
制
度
な
ど
の

支
援
策
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
詳
し
く
は
、
三
重
労
働
局
賃

金
室
（
☎
０
５
９
―
２
２
６
―

２
１
０
８
）
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※自宅など訪問相談サービスも対応可

 2021 - 10 22Kiho  2021 - 1023 Kiho


